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は じ め に  
 

亀岡市では、「豊かな景観がはぐくむにぎわいと文化が織りなす共生のまち かめおか」

の実現により、「住んで良かった」「訪れて良かった」と思えるまちづくりを目指して「亀

岡市景観計画」を策定しました。 

 この景観計画は、景観づくりを切り口として、住み続けたいと思える環境や地域の活性化、

観光振興など市民・事業者・行政の協働による良好なまちづくりの指針として取りまとめて

います。 

 この景観形成ガイドラインは、良好な景観まちづくりを推進するために必要となる建築物

や工作物、屋外広告物の景観形成基準などを解説したものです。これにより市民・事業者・

行政が協働しながら良好な景観形成を目指していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


